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資料－１

①山林公有地化について



徳 山 ダ ム 上 流 山 林 の 取 得 に て

年度区分 取得面積 取得割合

平成 17年度 184 　 1％
平成 18年度 7,781 　 44％
平成 19年度 9,735 　 55％

合　　　　計 17,700 ㏊　　 100％

筆数 全体の

（Ａ）

持分割合換算面積

（Ｂ）
((Ａ)×各筆の持分割合）

取得割合

（
((Ｂ)÷17,700 ㏊×10

完全取得する山林 20筆 ,695 ㏊ 1,695 ㏊　　 9.57％

持分取得する山林 202筆 6,830 ㏊ 336 ㏊　　 1.90％

計 222筆 8,525 ㏊ 2,031 ㏊　　 11.47％

筆数 土地全体の

面積（Ａ）

持分割合換算面積

（Ｂ）
((Ａ)×各筆の持分割合）

取得割合

（
((Ｂ)÷17,700 ㏊×10

完全取得の山林 71筆 1,878 ㏊ 1,878 ㏊　　 10.61％

持分取得の山林 202筆 6,830 ㏊ 336 ㏊　　 1.90％

計 273筆 8,708 ㏊ 2,214 ㏊　　 12.51％

１　取得計画

２　６月議会議決分の概要

参考　平成１７年度取得分と６月議会議決分の合計

資料－１
つ い
　　

　　

　　
域 の

㏊　

㏊　

㏊　
　　

Ｃ）
0）

取得予定金額

　　 　1,881百万円　　
土地

面積

1

　　 373百万円　　

　　 2,254百万円　　

Ｃ）
0）

取得（予定）金額

　　 　2,085百万円　　

　　 373百万円　　

　　 2,458百万円　　

TYU_Koumu_PC4
１－１



資料－２－１

②事業費管理について

・全体事業費の執行状況



①事業費管理について

・全体事業費の執行状況及び予定

（平成18年8月7日現在）

※平成１７年度予算には特定事業先行調整費（約７０億円）を含む。
※平成１８年度予算には特定事業先行調整費（７８億円）を含む。

コスト縮減額
約１４７億円
（見込み）

平成16年度までの執行済額･約２，７５３億円
※平成17年度
約２６０億円

※平成18年度当初
約２４９億円

平成19年度
概算要求
約９１億円

全体事業費　３，５００億円

資料－2-1

最終事業費（見込）約　３，３５３億円
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徳山ダム各年度の予算年割と執行見込額

  年　　度   Ｈ１６まで

 約２，７５３億円

 　約２６０億円

 　 Ｈ１７

 　約２４９億円

 　 Ｈ１８ Ｈ１９

（当該年度）予算額

 縮　 減 　額

 約２，７５３億円   約２６０億円   約２４９億円 約９１億円  約３，３５３億円

 合　計

 事業費縮減額　　約１４７億円（見込み）

コスト縮減

Ｈ１７：約７０億円
累計：１０２～１１２億円

１０２億円～
１１２億円

コスト縮減

Ｈ１６：３２～４２億円

約９１億円

 ｺｽﾄ縮減

約４５億円（見込み）

主な縮減項目
・ロック材採取時のきめ細やかな施工による廃棄
　岩の抑制等「施工管理の強化」
・施設配置の見直しによるゲート室規模の縮小等
　「設計の見直し」
・トンネル全段面掘削工法採用等「新技術・新工
　法の導入」
・予定価格と入札価格との差額
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資料－２-２

・西谷配電線関係について



西谷送電線の機能回復

　西谷地区の管理設備（水文観測施設等）に対する電力供給については、気象条件等を踏まえて、連続デー
タを得るための冬期の観測や、高水流量の夜間連続観測時の投光機、管理棟の照明等のために安定した電
源が必要であること及び経済性を踏まえ、中部電力の配電とする。

　一方、徳山ダムの水没地内に西谷地区への電気設備（電気線路）が現存しており、電気設備の管理者であ
る中部電力は電気事業法第１８条に基づく電気供給義務があることから、原因者としてダム事業によりダムの
湛水までに機能回復を図る必要がある。

　以上のことから、中部電力の西谷送電線の機能回復を行うものである。

中部電力送電線補償（案）

既設配電線

撤去配電線

新設配電線（架空）

新設配電線（水底）

水底電線路新設

徳山ダム

西谷方面

架空配電線路新設

架空配電線路新設
１３戸

１戸

既設配電線

西谷

微気象観測設備

雨量・水位観測設備

地震観測局舎等

（機能回復イメージ図）
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（参考１）

公 共 補 償 基 準 要 綱

（公共補償）

第２条 公共補償は、公共事業の施行によりその機能を廃止し、若しくは休止するこ

とが必要となる起業地内の公共施設等に対する補償又は第三章の規定により公共事

業の起業者が行う費用の負担とする。

（既存公共施設等に対する補償の原則）

第６条 公共事業の施行によりその機能を廃止し、又は休止することが必要となる起

業地内の公共施設等（以下「既存の公共施設等」という ）に対する補償は、機能。

回復が図られるよう行うものとする。

２ 既存公共施設等の機能回復は、既存公共施設等と同じ種類の施設（以下「同種施

設」という ）によって行うものとする。ただし、既存公共施設と異なる種類の施。

設（以下「異種施設」という ）によることが、技術的、経済的に合理的と認めら。

れるときは、異種施設によることができる。
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（参考２）

TYU_Koumu_PC4
２－２－３



（ 出展 ）

　「電気事業法の解説」
　　編集：資源エネルギー庁電力・ガス事業部、原子力安全・保安院
　　発行：財団法人　経済産業調査会
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（参考３）
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メタルケーブル 無線局

西谷

中継局

西谷通信線の機能回復

　西谷地区は、支川の距離が約９ｋｍという徳山ダム貯水池でも最も長い支川であり、移動に長時間を要し、また、管理用
道路の設置にあたり、当初想定していたよりも地質が脆弱で法面崩落により管理用道路が通行止めとなることが想定され
ること及び洪水時には船舶の利用が困難となることから、常時及び洪水時の流入河川の状況を把握できるよう遠隔監視カ
メラを設置し、ダム管理所に画像伝送する必要がある。あわせて、事業用地管理の監視モニターやモニタリング調査の観
測データの送信にも容量的に対応可能であるNTT回線が必要である。また、ダム管理上必要な貯水池周辺の巡視時等の
連絡手段として必要。

　一方、徳山ダムの水没地内に西谷地区への電話通信設備（通信線路）が現存しており、電話通信設備の管理者である
NTT西日本は電気通信事業法第２５条に基づく電話サービス提供の義務があることから、原因者としてダム事業によりダ
ムの湛水までに機能回復を図る必要がある。

　以上のことから、ＮＴＴ西日本の西谷通信線の機能回復を行うものである。

中継局

中継局

無線局

（機能回復イメージ図）
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◎電気通信事業法

（提供義務）

第二十五条 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由

がなければ、その業務区域における基礎的電気通信役務の提供を拒んではな

らない。

第百七十八条 第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務

の提供を拒んだ者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又

はこれを併科する。

参考）

（基礎的電気通信役務の提供）

第七条 基礎的電気通信役務（国民生活に不可欠であるためあまねく日本全

国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務

をいう。以下同じ ）を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安。

定的な提供に努めなければならない。

◎電気通信事業法施行規則

（基礎的電気通信役務の範囲）

第十四条 法第七条 の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げる電気通

信役務（卸電気通信役務を含む ）とする。。

一 アナログ電話用設備（事業用電気通信設備規則 （昭和六十年郵政省令第

三十号）第三条第二項第四号 に規定するものをいう。以下この条、第二十

二条の二の二第一項第一号及び第二十七条の二第二号イにおいて同じ ）を。

設置して提供する音声伝送役務であつて 次のイからハまでに掲げるもの 手、 （

動により通信の交換を行うもの及び公衆電話機を用いて提供するものを除

く ）。

イ アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備（その一端が特定の場所

に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。以下同

じ ）のみを用いて提供される電気通信役務 アナログ電話用設備である固。

定端末系伝送路設備に対応する部分に係るもの

ロ アナログ電話用設備に係る離島特例通信 次のいずれかに掲げる通信のう

ち、電気通信役務に関する料金の計算に用いられる距離区分について、本来

の距離区分より有利なものを適用することにより、料金の特例が適用される

通信に係るもの（イに掲げるものを除く ）。

（１） 離島（本土に附属する島をいう。以下この条において同じ ）のみで。

構成される単位料金区域（電気通信役務に関する料金の計算に用いられる距
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離区分を設定するための単位となる区域として、電気通信事業者が全国の区

域を分けて設定する区域をいう。以下同じ ）の内に設置されるアナログ電。

話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信

する通信であつて、当該単位料金区域の外に設置される固定端末系伝送路設

備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着

信する通信

（２） 離島のみで構成される単位料金区域の外に設置されるアナログ電話用

設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する

通信であつて、当該単位料金区域の内に設置される固定端末系伝送路設備の

一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信す

る通信

ハ アナログ電話用設備に係る緊急通報 警察機関、海上保安機関又は消防機

関への緊急通報に係るもの（イに掲げるものを除く ）。

二 第一種公衆電話機（社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を

確保する観点から市街地（最近の国勢調査の結果による人口集中地区をい

う ）においてはおおむね五百メートル四方に一台、それ以外の地域（世帯。

又は事業所が存在する地域に限る ）においてはおおむね一キロメートル四。

方に一台の基準により設置される公衆電話機をいう。以下同じ ）を設置し。

て提供する音声伝送役務であつて、次のイからハまでに該当するもの（前号

に掲げるもの及び手動により通信の交換を行うものを除く ）。

イ 第一種公衆電話機に係る市内通信 第一種公衆電話機から発信する通信で

あつて、当該第一種公衆電話機が設置される単位料金区域と同一の単位料金

区域の内に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又

は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信に係るもの

ロ 第一種公衆電話機に係る離島特例通信 次のいずれかに掲げる通信のう

ち、電気通信役務に関する料金の計算に用いられる距離区分について、本来

の距離区分より有利なものを適用することにより、料金の特例が適用される

通信に係るもの

（１） 離島のみで構成される単位料金区域の内に設置される第一種公衆電話

機から発信する通信であつて、当該単位料金区域の外に設置される固定端末

系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互

接続点に着信する通信

（２） 離島のみで構成される単位料金区域の外に設置される第一種公衆電話

機から発信する通信であつて、当該単位料金区域の内に設置される固定端末

系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互

接続点に着信する通信

ハ 第一種公衆電話機に係る緊急通報 警察機関、海上保安機関又は消防機関

への緊急通報に係るもの
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資料－２－３

・斜面対策について



斜面対策について

下　開　田　１

下　開　田　２

西　　　谷

鋼管杭　→　地質精査による鋼管杭対策
の不要

工事概要図

第７回事業費管理検討会（Ｈ１８．５．１２）で、貯水池法面の安定性を評価して３地区（下開田１、
下開田２、西谷）について新たに対策が必要となったことを確認したが、その後ボーリング調査等
を行い詳細検討の結果、３地区とも鋼管杭対策が不要となり、工事費が減額となった。
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資料－２－４

・事業用地内埋設廃棄物について



旧徳山村一般廃棄物処理

　H14.7の大雨により白谷で埋設された
廃棄物が流出した。廃棄物について白
谷を含めた貯水池内を調査した結果、
他の地区においても廃棄物が存在する
ことを確認。これらは旧徳山村の一般廃
棄物最終処分場跡地や、全村移転時の
不要物処理のために水資源機構が旧徳
山村と協議の上設置した処理場などで
あった。

　水資源機構では、 「徳山ダム廃棄物
対策検討委員会」を設置し、廃棄物の対
処方針について検討を行ってきたが、現
地調査の結果、事業用地の適正な管理
の観点も含め事業用地内の廃棄物を全
量撤去することとした。

（実施内容（H18.5見込み））

　　・白谷：1,600m3

　　・その他地区：5,090m3　※

　その後、埋設廃棄物の調査により対象
数量が以下の見込となっている。

（実施内容（H18.8時点））

　　・白谷：1,880m3

　　・その他地区9,890m3　※

※は、調査時点の数量であり、
最終数量ではない
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資料－３

③試験湛水について



平成14年４月から
本格的盛立開始

平成１７年１１月完了

管
理
設
備

試
験
湛
水

付
替
道
路
工
事

完　　成

洪
水
吐
き
工
事工

事
用
道
路

転
流
工

基 

礎 

掘 

削

堤
体
工
事

仮
設
備

平成19年度

完 成 予 定

原
石
山

転 　 　 　 　 流

平成11年11月

平 成 1 2 年 ３ 月

～平成14年３月
現 在

平 成 1 8 年 秋

試験湛水期間
約１年半

盛立

骨材プラント

基
礎
掘
削
完
了

洪
水
吐
き
コ
ン
ク
リ
｜
ト

平成２０年度
から管理開始

ダム建設工事の流れダム建設工事の流れ
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徳山ダムの試験湛水について

　徳山ダムは、現時点において、ダム工事（ダム堤体及び関連工事）、付替道路
工事（国道４１７号、県道藤橋根尾線）など、湛水開始までに完了させる必要のあ
る工事および法手続等があと一月ほどでほぼ完了する見込みである。

　水資源機構は、今後の悪天候や自然災害、事故等がなく、必要な工事や手続
きが順調に進捗することを前提として、ダムの本格的な管理運用に先立ち実施
する「試験湛水」の開始目標日として９月２５日を予定する。ただし、実際の湛水
開始日は、今後の事業進捗状況や当日の気象状況、河川流況等により変わる
ことがある。

　試験湛水期間中は、試験湛水計画に従って貯水位を上昇・下降させ、ダム、基
礎地盤および貯水池周辺地山等の安全性を確認するための計測・監視を実施
するとともに、管理設備や取水・放流ゲート等の機能確認を行う。

　試験湛水の終了時期は、平成２０年３月頃を予定しており、徳山ダムの事業工
期内に終了する見込みである。
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徳山ダム工程表

※工程表の中の橙色の部分については、湛水に支障のない工事。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

洪水吐きコンクリート

洪水吐きゲート設備

選択取水設備

利水・水位低下用放流設備

ダム管理設備

管理用道路

国道・県道付替工事

試験湛水

管理移行

工事種別

放
流
設
備

洪
水
吐
き

管
理
設
備

周辺整備・その他工事

堤体盛立

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度平成１７年度
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①１号仮排水路トンネル呑口前面に角落しゲート降下、流水堰上げ

②１号仮排水路トンネル呑口に閉塞ゲート降下、流水遮断

③閉塞ゲート降下後に仮排水トンネル中央部でコンクリート打設開始（プラグ工）

④放流設備呑口に水位が到達までの間、ポンプで維持流量放流

試験湛水の開始試験湛水の開始方法方法

選択取水設備

ポンプ設置

水位低下用取水設備

１号仮排水路トンネル

２号仮排水路トンネル

閉塞ゲート
の降下

プラグ工

閉塞ゲート

角落しゲート
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ダム平面図

上
流

下
流

１号仮排水ﾄﾝﾈﾙ L=1,474m

２号仮排水ﾄﾝﾈﾙ L=1,135m

洪水吐き

ダ
ム

天
端

国道417号線

型　式：中央遮水壁型ロックフィルダム

堤　高：１６１ｍ

ゲート室

１号仮排水トンネル
閉塞工

１号仮排水トンネル
閉塞ゲート降下

水位低下用放流設備取水塔
（２号仮排水トンネル呑口）

選択取水設備

管理所
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資料－４

④今後のスケジュール（案）



上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

山林公有地化

文殊関係

平成１９年度

上半期 下半期

平成１８年度

４月 ５月 ６月 １０月７月 ２月

事
業
費
管
理

継
続
協
議
事
項

事業費管理

徳山ダム事業費
管理検討会

徳山ダム建設事業
コスト縮減委員会

３月８月 ９月 １月１１月 １２月

幹事会

検討会

幹事会

検討会

コスト縮減策の実施状況のフォローアップ　（フォローアップの過程においても継続してコスト縮減の検討を行っていく）

コスト縮減策の検討

（コスト縮減策の取りまとめ）
（コスト縮減策のフォローアップ方策）

（コスト縮減結果の取りまとめ）

検討会

幹事会

第７回検討会

第１６回幹事会

※検討会及び幹事会は、必要に応じて開催を行う予定

関係機関協議・地元説明・用地取得

ワーキンググループ開催 ワーキンググループ開催

ダム本体ワーキング
管理設備ワーキング
付替道路ワーキング

検討会

第１７回幹事会

関係機関協議・地元説明・対策

第１８回幹事
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